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【参考】

各都道府県におけるイメージ

消費者
（旅行者）

都道府県

民宿 農家民泊

10,000円宿泊券を
8,000円で販売B町

ホテル 旅館 キャンプ場

5,000円宿泊券を
4,000円で販売A市

web閲覧
旅行券購入

webによる情報発信
市町村と連携したPR

各市町村の事業内容や観光情報を一括して発信等を行うほか、実施が無いエリアを念頭に
おいた事業の実施、都道府県全域を対象とした事業の実行などを行う。

各市町村

●実施市町村と連携した事業
●市町村の実施が無いエリアを念頭に置いた事業
●都道府県全域を対象とした事業 等

●各地域実情に応じた事業の実施

各市町村ごとのプロモーション

現地で旅行券
購入も可能



【参考】

実施例 ① 実施例 ②

実施例 ③ 実施例 ④

温泉地周辺の飲食店やお土産店等へ
観光客を誘客し、消費を促進

地域限定商品券や施設利用券の配布

新たに開業する新幹線駅からの送客
を促進し、開業効果を高める

バスや鉄道運賃、レンタカー利用者を
対象とした高速道路料金の負担

レンタル料金減額やリフト券配布

○各市町村は地域の観光資源等を活かした宿泊客を対象とした事業を行い域外消費を喚起
○利用者を対象としたアンケート調査を行い、経済効果の検証を行うとともに今後のマーケティ
ング戦略等に役立てる

複数地域・民間事業者との連携を図り、事業効果を高めることも可能

地方空港を活用し、国内外からの
団体ツアーを誘客

ツアーバス代金の一部負担

スキー場周辺のホテルや旅館、ペンション
等への観光客誘客を促進する
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《企画サイトのテーマ例》 
" ローカル・クールグルメ 
" 現代技術で蘇る伝統工芸 
" ご当地鉄道＆レア銘品 
" 酒蔵の女将推薦銘品＆酒蔵ツアーなど 

《各自治体のサイト》 
《自治体横断的な企画サイト》 
（民間事業者への委託を含む） 

�
�
�

域
外
の
消
費
者 

①割引価格で購入 
（サイト上、割引
分は必ず明示） 

②販売実績申請 

対象指定 

③割引分を助成 

①  域外に向け、ふるさと名物商品・旅行券を販売する通販サイトを整備（実店舗での販売も可）。 
②  「本来の販売金額」＊「割引後の価格」の形で価格表記を義務付け、その割引分について、販売実
績に応じ販売店に助成する制度（消費者への間接補助）。同事業の統一ロゴも表示。 

③  各自治体は、既存の自治体サイトや民間サイトを活用しつつ、販売コーナーを整備。補助率、対象
製品、対象者等を自由に設定（域内向け、外国人向け販売も可） 

④  自治体自らが整備するサイトの他に、全国単位での企画サイトも別途整備し、Idea競争の場に。 

��7�

c

, , c,

①県単位のECサイトでの販売競争 
②全国単位の企画サイトでの販売競争 

　　Ａ県 Ｂ県　　 
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全国商工会連合会による
「NIPPON SELECT」 

株式会社トラストバンク（ベンチャー企
業）によるふるさと納税のポータルサイト 
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#  検討当初は、全国レベルで商品券を発行することを予定していたが、財源等の都合上、商品券は
発行せず、割引分を助成する制度となったため、統一ロゴも、国が支援する統一の割引制度であ
ることが明確となるようなロゴ・名称とするのが一案か。 

#  現在検討中の一案を例示すれば、以下のとおり。 
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ふるさと名物商品・旅行券 
名品指定の方法に関する参照資料 
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　本参照資料は、ふるさと名物を指定するにあたり、その考え方のヒントを取りまと
めたものであり、実際に、各自治体による名品指定作業を拘束するものではない。 
 
　ふるさと名物や旅行を指定するにあたっては、域内から公募等により指定すべき商
品・旅行の候補を募集することが一般的には想定される。何の制約もなくオープンに
募集を行うのも一案であるが、本参照資料は、より効果的に外部にアピールするよう
な、ふるさと名品・旅行を集めるため、公募の際にテーマを立てて行うことを想定し、
そのテーマの立て方について、ヒントを集めたものである。 
 
　自治体自身や地域社会そのものが良いと思うものと、都市部の消費者が良いと思う
ものにはギャップがあることも多く、また全国統一のテーマのもとに各地方の名品を
集めることで、より効果的な販売促進活動が可能となる側面もあることから、各自治
体においては、本資料を参照し、当該地域の実情に即したテーマ別の名品の収集にも
チャレンジすることが期待される。 
 
　まさに、「ローカル・クールジャパン戦略」立ち上げの好機とも考えられるこのタ
イミングで、各地域が積極的に、本名物商品・旅行券を機会に、自らの地域をアピー
ルするテーマをご検討いただければありがたい。 
 
　なお、例示では、商品と旅行を極力一体的にアピールする方法を中心に紹介してい
るが、その方がより継続的な消費喚起効果を誘発しやすいためであり、商品のみ、旅
行のみの名品指定を、無論拒むものではない。 
 
　まち・ひと・しごと創生本部では、現在、全国レベルでの企画サイトの整備に向け
調整を行っている。各地域からみて有望なテーマ設定があれば、そのテーマに絞った
調整を行うことも考えられるため、各自治体において良い名品が収集できそうなテー
マがあれば、前広に、担当者までご連絡をいただきたい。 
 
 
　　担当：まち・ひと・しごと創生本部 
　　　　　　　参事官　　村上敬亮　　　　 
　　　　　　　補佐　　　半谷英里子 
                           　  (電話)03-3581-4207 
 

本参照資料の性格と利用方法 

1%

keisuke.murakami@cas.go.jp  
eriko.hantnai@cao.go.jp 



今回の「ふるさと名物商品・旅行券」の施策は、地域の名物商品・観光資源に対する
消費を「購入者への助成」により喚起・拡大するものです。 地域や地域の名物等に
興味がある人々の購入を後押しします。 
 
現在売れている商品や認知されている場所の普及よりも、新しい消費を生み出す 
新しい産品/体験を発掘することが目的です。つまり通常から売れているものをさら
に売るというよりも、地域外の人々にまだ知られていない、地域の魅力・価値をもっ
たモノ・体験を発掘して、この機会に広げていきます。 
 

手引き１ 

ふるさと名物商品 
地域ならではの産品など「お取寄せ商
品」のネットを通じた販売 
 
(農産物(青果)、畜産・行業品、加工品、
お菓子、飲み物、伝統工芸品、地場産業
品、キャラクターグッズ、おみやげなど 

ふるさと旅行券 
地域に訪れて利用可能な宿泊券や旅
行券や地域商品券等のネット販売 
 
【例】地域で使える宿泊券、ローカ
ル線チケット、地域商品券などの発
行、イベントチケット 

新しい地域資源(モノ/体験)の発掘する視点を！ 

人 場 営み 文化 歴史 
女将 
作家 
料理人 
生産者 

キャラクタ 
アイドル 
無精 
杜氏 

タレント 
等 

旅館 
観光 
料亭 

鉄道・駅 
農城 
大学 
農園 
ダム 

パワース
ポット 
等 

農産業 
地場産業 
技術 
着物 
菓子 
調味料 
麺 
陶芸 
青果 
等 

方言 
風習・習慣 
お祭り 
グルメ 

（・ぢめし 
・ぢざけ 
等） 
等 
 
 

ストーリー 
神話 
古代 
江戸 
明治 

戦前戦後 
等 

■あたらしい視点を見つける5つのカテゴリー 
新しい物の発掘に大切なのは、新しい視点。5つのカテゴリーから地域の価値を見直
してみましょう。 

2%



モノ（商品）と体験(旅行)をそれぞれ販売してしまうと、一過性で終わってしまう可能性が高く
なります。今回の交付金を一過性の消費活性で終わらせてしまってはもったいないので、もっと
長期的に地域のためになる消費に、今回の施策を活用していくことが大切です。 
 
買うことで、いってみたくなる。行ったあとで、好きになって、リピート購入をする。そうする
ことで、循環型の消費を生み出すことで、サスティナブル(継続的)な地域活性を目指す。 

域外消費 
(名物取り寄せ) 

体験消費 
(旅行券) 

買うことで、その地域をもっと深く知り、 
行ってみたいと思うような提案性。 

行って、触れて、体験したことで、 
その地域がもっと好きになり、旅行後にも、 
リピートで地域商品を取り寄せる。 

手引き２ 

さらに、モノと体験を分けずに考える！ 

循環型消費 

サスティナブルな経済効果を誘発 

3%



名産品 × × 旅 ？ 

「ふるさと名産品」と「ふるさと旅行」を組み合わせて相乗効果を生み出すこと
が重要です。今はバラバラに存在している「産品」と「旅」ををつなぐ要素を考
えることで、今までになかった地域のあたらしい体験価値を生み出しましょう。 

手引き3 

あたらしい体験価値を生み出す方程式 

4%



名産品 × × 旅(体験) 人 

例えば、「人」をいれてみる。地域にいる人と言えば「生産者」。 
生産者の価値から考えることで、産品と旅行の両方を繋いだ企画を検討する。 
他にも、料理人やソムリエなど、いろいろな「地域の人」を基点に考えてみる。 

企画例 1  

名産品 × 生産者 × 旅 

名産品 × 生産者 × 旅 

■女性杜氏がつくる日
本酒 × 酒蔵ツアー 
生産者である「女性杜氏」を活かした商品開発
と体験ツー。酒だけでなく、作り手の知識や愛
着をもってもらいファンをつくる。 

■ローカルスーパーシ
ェフの限定レストラン 
地域で活躍しているシェフを取り上げる。地域
の食材を使った、最高の地域料理を体験でき
る。 

名産品 × ソムリエ  × 旅 

■地元の日本酒ソムリエ
が選ぶ 地元名産×日本酒
のマリアージュ 
「ソムリエ」を選者として地域の名産/日本酒の組
み合わせを。 

■田崎真也が選ぶ 地元名
産×ワインのマリアージ
ュ 
例えば地元に関連のある「著名人」を活用し
た企画も 

名産品 × 料理人 × 旅 

例えば「人」で考えてみる 
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名産品 × × 旅(体験) 文化 

■「方言」と「名産品」 
 

例えば、「ばっけみそ」秋田・蕗のとうみそ/「ひっつみ」岩手・岩手版すいとん 
その土地にいったときにちょっとした方言を知っているとうれしいし、旅が楽しくなる。 

ただ商品を販売するのではなく、地域をちょっと深く知ってもらえることで 
より好きになってもらうことができます。 

企画例 ２  

名産品 × 方言 × 旅 

■伝統食器 × 一流料亭の盛りつ
け 
 

地域の伝統食器を、地域の一流料亭料理で楽しめる。 
例え伝統食器の販売と、地域の料亭を結びつけて考えることで、 

あたらしい体験を生み出すことが出来ます。 

名産品 × 伝統食器 × 旅 

例えば「文化」で考えてみる 

■各藩「大名好み」特選名品ベスト30 
 

“歴史” ＝ 殿様こそ、豊かな地方文化の推進役。 
大名セレクトとして、歴史好きにアプローチする 
例えば、松江＝「不昧公好み」鯛めしなど 

名産品 × × 旅(体験) 歴史 

名産品 × 大名 × 旅 

例えば「歴史」で考えてみる 
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単一の自治体だけでなく、他の自治体と組合わさる企画。 
例えば「みんなで選ぶ！世界遺産総選挙(世界遺産候補を横につないで盛り上げ

る)」 
自治体の横のつながりで、旅行パッケージをつくるなど、 
より地域をめぐることが楽しくなるような企画の検討も。 

 
また、自治体だけでなく、民間の大手通販サイトや、 
大手出版社の雑誌など連携して、拡散させていく。 

 

他の自治体、民間企業と共同して取り組む企画も 

自治体の横連携 

※サイトイメージ  

※出版社の雑誌特集例 

7%
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都市部の
大企業等

地域の
中堅・

中小企業

直接ケース

受入費用
半額助成

お試し就業
（ UIJターンを伴う
出向、有期雇用）

都道府県
実施計画に基
づき、交付金を
事前配分

人材あっせん事業者等
経由ケース

いきなりの「転職」決心は
無理がある。

双方への丁寧なコンサル
ティングが必要なのに、十分
な手数料が取れない。

即採用は難しい。
出向経費を全額負担
するのも厳しい。

¾ コンサルティングを受けながら、お試し
就業を受け入れてみる。
• 経営人材、経営サポート人材
• ＢＰＲ等の内部改善リーダー
• 販路開拓・新事業進出リーダー 等

¾ 事業改善計画提出やしっかりした人材
あっせん事業者の利用等が条件。

¾ 創生本部が実施するプロフェッショナ
ル人材事業による体制整備と連携。

ＵＩＪターン助成金 参照資料 

 

平成２７年１月 

まち・ひと・しごと創生本部事務局 

 

１． 目的・概要 

地域の中堅・中小企業では、経営等に携われるプロフェッショナル人材の不

足が目立つ一方、都市部の大企業等においては 30代から 50代で事業企画・運

営に実績のある人材に余裕がある状況にある。地方創生を実現していくために

はこうした人材のＵＩＪターンを促進していくことが重要であるが、現実には、

移住による生活環境の変化、受入企業及び人材双方のマッチング不全などによ

り、地方への転職が進んでいない。 

 

この問題を解決するためには、人材コンサルティングを活用した丁寧なマッ

チングの徹底と、正式雇用前の「お試し就業」の活用が必要となるが、基本的

には給与が下がる方向の転職となるため、人材コンサルティングへの手数料が

出にくく、加えて、お試し就業費用もなかなか捻出できないという課題が残る。 

このため、地域の中堅・中小企業が、大都市のプロフェッショナル人材を受

け入れるための「お試し就業」を実施する際、一定期間、企業の受入費用の半

額を助成するＵＩＪターン助成金制度を創設する。 

受入側の費用負担を大胆に助成することで、地方への転職マーケットを一気

に創出し、受入企業側にはその意義と人材確保の見通しを、求職者には自分に

あった転職先が確保できるとの予見可能性を、広めることを狙う。 
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２． 「お試し就業」とは 

お試し就業とは、プロフェッショナル人材と受入企業の双方が正式雇用の採

否を判断するために、有期の雇用契約または出向契約に基づいて、一定期間、

受入企業で就業することを言う。 

受入企業での就業に当たっては、求職者側が、現在勤務している企業を退職

する場合、既に求職中である場合、在籍出向の場合など、様々な形態が考えら

れる。 

 

３． お試し就業期間 

成功事例を見ると、一般的には３か月程度で、プロフェッショナル人材と受

入企業の双方での見極めが済むことが多いことから、３か月をお試し就業期間

の上限とすることを推奨する。 

ただし、地域の実情や個別事情により、見極めにはさらに長い期間が必要と

なることも考えられるため、最長で６か月までをお試し就業期間とすることも

考えられる。 

 

４． プロフェッショナル人材の対象 

受入対象となるプロフェッショナル人材は、都市部において、大手企業等で

の事業企画・運営などの実績を有し、かつ、受入企業である地方の中堅・中小

企業において事業創出力の強化に繋がるような活躍が期待できる人材とする

（主に、30代から 50代の人材を想定）。具体的なイメージについては以下のと

おり。 

 

○経営人材・経営サポート人材 

経営者や経営者を支える右腕として企業マネジメントに携わる人材（将来の経

営幹部候補も含む）。 
 
例：企業経営や大手企業での事業部管理等のマネジメント経験者 等 

 

○販路開拓人材 

新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、企業にとって新たな販路を開拓し、

売上増等の効果を生み出す人材。 
 
例：商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、海外事業企画等のグローバ

ルビジネスの経験者 等 
 

○事業再生人材 

企業価値の向上に向けて、企業が抱える課題を解決（財務再構築、事業再編等）

し、事業再生を推進する人材。 
 
例：金融機関のＯＢ等で事業再生に係る案件をマネジメントとして手がけた経

験を有する者 等 
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○生産性向上人材 

開発や生産等の現場で新たな価値（改善による生産性向上、新たな製品開発に

取り組む等）を生み出すことのできる人材。 
 
例：大手企業の工場長等の経験者、技術者として開発リーダー等の経験者 等 

 

○その他の人材 

受入先で求められるスキルについて１０年以上の職業経験を有していること

を一つの目安として、その地域の実情に応じて、プロフェッショナルとみなす

ことのできる人材（特に、ITスキルなどについては、必ずしも年限によらな

いため個別に判断）。 

 

５． ＵＩＪターン助成金額の算出 

都市部からのプロフェッショナル人材の還流を促進する助成金であるため、

「都道府県域外で就業していたプロフェッショナル人材が、域内の企業でお試

し就業すること」を、助成金支出の原則とする（大企業の現地工場の工場長経

験者で、そのまま当該地元に暮らしている人材を雇用する場合など、やむを得

ない場合は、域内のプロフェッショナル人材も対象となりうる）。 

また、基本的には、民間の人材紹介事業者 1の利用が想定されるが、プロフェ

ッショナル人材と受入企業とが直接交渉してお試し就業を行うケースを排除す

るものではない。 

助成金額の支払いは、経費の積み上げを積算して一定金額払う方法も考えら

れるが、基本的には、「お試し就業」のために受入企業がプロフェッショナル人

材に対して、その期間支払う基本的給与の半額を助成することとする、簡素な

形式を推奨する。 

 

＜ＵＩＪターン助成金額の計算式＞ 

�助成金額� = �お試し就業期間中に、受入企業が支払った給与額※�

× 50%（助成率） 

※各受入企業の事情により異なるが、給与には、域外からの転

職を受け入れる場合に基本的に支払われる手当も含まれる。

その手当てとして、例えば、引越費用など移転のための費用、

新居を見つけるまでのホテル宿泊料、住宅補助、通勤手当、

社会保険料の企業負担分が想定される。 

  

                                                   
1 厚生労働大臣により有料職業紹介事業の許可を受けている民間の職業紹介事業者。 
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＜マッチング段階＞ 

人材紹介事業者が、受入企業とプロフェッショナル人材をマッチング 

＜お試し就業の決定＞ 

プロフェッショナル人材と受入企業が、合意した内容に基づいて、お

試し就業の契約を締結 

＜都道府県からの対象認定（お試し就業開始前）＞ 

受入企業の申請に基づき、都道府県が助成金の対象認定を通知 

＜お試し就業の実施＞ 

プロフェッショナル人材が、受入企業のある都道府県へ移住し、受入

企業においてお試し就業を開始（原則３ヶ月を上限） 

＜お試し就業の終了（正式雇用へ）＞ 

お試し就業期間が満了し、プロフェッショナル人材と受入企業の双方

が転職を希望する場合には、正式な雇用契約を締結 
※正式に就業した場合、受入企業は、年１回、プロフェッショナル人材セン

ター（仮称）に就業状況を報告。 

＜都道府県への助成金申請＞ 

受入企業の申請に基づき、都道府県が助成金を受入企業に支給 

６． お試し就業の開始から助成金支給までの主な流れ 

 

（１）ＵＩＪターン助成金支払いまでの主な流れ（イメージ） 
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（２）各段階における詳細の流れ 

 

① お試し就業のマッチング 

人材紹介事業者が、プロフェッショナル人材と受入企業をマッチングし、

転職後のポジション、業務内容、給与、時期等の条件を調整する。調整が進

んできた段階で、ＵＩＪターン助成金の対象の可否について、プロフェッシ

ョナル人材センターの支援を受けつつ、都道府県のＵＩＪターン助成金担当

との相談を開始する。なお、人材紹介事業者を利用しない場合は、プロフェ

ッショナル人材と受入企業が、直接、条件調整を行う。 

 

プロフェッショナル人材と受入企業との間で、お試し就業を行う合意が得

られた場合には、双方間でお試し就業の契約を締結する。具体的には、プロ

フェッショナル人材と受入企業間での有期雇用契約、もしくは、プロフェッ

ショナル人材が勤務している企業と受入企業間での出向契約を締結する。 

 

なお、受入企業が人材紹介事業者を活用する場合、人材紹介事業者に申し

込む求人条件については、原則として、雇用対策法第 10条に基づき年齢の限

定をかけることができない点に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お試し就業のマッチング段階での流れ＞ 

プロフェッショナル

人材 

受入企業 

人材紹介事業者 

プロフェッショナル

人材センター 

①必要な人材の相談 

①キャリア形成の相談 

②マッチング、条件調整 

④お試し就業の契約締結 

③条件調整等への支援 
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② ＵＩＪターン助成金の対象認定 

プロフェショナル人材の受入企業は、ＵＩＪターン助成金が確実に支払わ

れることを担保するため、プロフェッショナル人材センターの支援を受けつ

つ、都道府県のＵＩＪターン助成金担当に「お試し就業計画 申請書」を提

出する。申請書を受け取った都道府県の担当は、申請書の内容を確認した後

すみやかに、当該お試し就業がＵＩＪターン助成金の対象認定を受けたこと

を、受入企業に通知する。 

 

「お試し就業計画 申請書」には、別紙に示すとおり、簡潔に、以下の４

項目の記載を求めるとともに、雇用契約書の写しなどの書類添付を求める。 

① プロフェッショナル人材の経歴 

② プロフェッショナル人材を採用して行う事業の概要 

③ 利用した職業紹介事業者 

④ ＵＩＪターン助成金の申請見込み金額 

 

本助成金が、目的外に利用されることのないよう、助成金の対象となるプ

ロフェッショナル人材の範囲、受入企業の範囲、対象者の受入企業での勤務

中の住所の範囲等について、その客観的な基準とそれを確認する方法を各都

道府県で定めておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＵＩＪターン助成金の対象認定段階での流れ＞ 

受入企業 

都道府県 

ＵＩＪターン助成金 

担当 

プロフェッショナル

人材センター 

②助成金の対象認定申請 

①申請に向けての支援 

③助成金の対象認定通知 
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③ お試し就業の実施と終了 

プロフェッショナル人材が、受入企業がある都道府県に移住した後、受入

企業においてお試し就業を開始する。お試し就業期間が満了し、プロフェッ

ショナル人材と受入企業の双方がその後も就業を希望する場合には、改めて

雇用契約を締結する。その場合、受入企業は、年１回、プロフェッショナル

人材センターに就業状況を報告する。 

残念ながら、プロフェッショナル人材もしくは受入企業のいずれかが就業

の継続を希望しない場合には、その後の雇用契約は締結しない。プロフェッ

ショナル人材、受入企業が、別のお試し就業を希望する場合にも、ＵＩＪタ

ーン助成金の支給対象となる（プロフェッショナル人材が、同一都道府県で

次の仕事探しをする場合でも、改めてＵＩＪターン助成金の支給対象となる）。 

 

プロフェッショナル人材センターは、お試し就業が成功するよう、お試し

就業の状況について、受入企業、プロフェッショナル人材の双方にフォロー

アップを行う。また、お試し就業後の雇用契約の締結に至らなかった場合、

プロフェッショナル人材の就職のために、プロフェッショナル人材センター

が支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お試し就業の実施と終了段階での流れ＞ 

プロフェッショナル 

人材 
受入企業 

プロフェッショナル

人材センター 

②お試し就業の開始 

③人材、企業の双方に対するフォローアップ 

（お試し就業期間中） 

①都市部から 

の移住 ④転職希望（お試し就業後） 

④受入希望（お試し就業後） 

⑤雇用契約の締結 

⑥年一回の就業状況報告 
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④ ＵＩＪターン助成金の支給 

受入企業は、プロフェッショナル人材センターの支援を受けつつ、お試し

就業期間中にプロフェッショナル人材に対して受入企業が支払った給与額を

確認できる給与支払明細書等の確認書類を用意して、都道府県のＵＩＪター

ン助成金担当に、ＵＩＪターン助成金の支給を申請する。 

 

申請を受けた都道府県の担当は、確認書類の内容を確認した後すみやかに、

必要額のＵＩＪターン助成金を、受入企業に支給する。不正受給を防止する

ため、原則として、お試し就業終了後の清算による１回払いでの支給とする

が、都道府県の業務負担上で可能な場合には、月に１回の頻度で遅滞無く清

算手続きを行って、助成金を支給し、受入企業の負担を軽減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＵＩＪターン助成金の支給段階での流れ＞ 

受入企業 

都道府県 

ＵＩＪターン助成金 

担当 

プロフェッショナル

人材センター 

②助成金の支給申請 

①申請に向けての支援 

③助成金の支給 
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（別紙）                             年  月  日   

 

○○○知事 ○○ ○○ 殿 

住 所 

企業名 

代表者名            印 

お試し就業計画 申請書 

 

１．申請内容 

（１）プロフェッショナル人材の経歴 

（記載例） 

■氏名／生年月日： 

 ○○ ○○（ふりがな） ／ 昭和○○年○月○日生 ○○歳 
 
■概要： 

Ａ商社において海外事業企画部門での１０年以上の経験あり。特に海外法人の立ち上げな

どグローバルビジネスの経験・ノウハウを有している。アメリカ駐在経験もあり。 
 
■ＵＩＪターンの状況： 

今回は、Ａ商社（東京勤務）を退職し、東京都から○○県へのＵターン転職を希望し、当

社においてお試し就業を実施する。 

（２）プロフェッショナル人材を採用して行う事業の概要 

（記載例） 

■配置先及び役職： 

海外事業企画部 本部長 
 
■自社の今後の事業計画とプロフェショナル人材採用の関係： 

当社は、電子部品関連の製造販売を行っているが、自社の成長のためには既存の取引先へ

の販売に加えて、新興国での新たな販売網を構築することが生き残りの生命線であり、海

外現地で事業を立ち上げる計画である。しかしながら海外現地事業の立ち上げ経験のある

従業員がいないため、経験・ノウハウを有したプロフェッショナル人材の獲得がどうして

も必要であった。 

今回、お試し就業により当社が求める人材であると見極めることができれば、海外現地事

業の責任者（海外事業企画本部長 執行役員待遇）として正式に迎えたいと考えている。 

（３）利用した職業紹介事業者 

（記載例） 

■企業名：株式会社○○○○○○ 

プロフェッショナル人材センターへの登録 有・無 

（※センターに登録していない事業者でも可） 

（４）ＵＩＪターン助成金の申請見込み金額 

（記載例） 

■給与月額（Ａ）： 

５０万円 

■交付対象期間（Ｂ）： 

３ヶ月 

■申請金額 計算式（Ａ）×（Ｂ）×１／２ 

 ５０万円 × ３ヶ月 × １／２ ＝ ７５万円 

 

２．添付書類 

(1) 雇用契約書等の写し 

(2) その他参考資料（自社の事業概要がわかるパンフレット等） 




